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商工会議所からのお矢口らせ 令和U年度税制改正の内容を反映
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ハ社内ルールで取引先との食事代はP人TK OOO円までに
なつているけど、今どきTK OOO円 じゃあ・…

値上げしたいけどP人 TZ OOO日を超えると■
法人のお客様か疵うマしよう■ ■

実はその基準QOQS年S月から P変わ| り i ますM @

事業年度に関係なく、QOQS年S月 P日以後に支出する
接待飲食費から適用されます @

交際費WOO万円まで全額損金算八できる中小企業向けの特例措置
G 交際費課税の特例 H がR年 G QOQV年R月末までH 延長されていま現
G 具体伊じH取引先との食事 G P人あたりP万円超H 、 取引先との到レス 取引先への香典や祝い金 等

● 交際費から除外される飲食費 G P 回

TcOOO円からP万円h d弓 h」kげ
P人あたりH の上限を

令和
` 年

度税糾改正における交際費課税の特観Y O改@ 正事P頂

交際費等の範回に含まれず、接待飲食資で全顕経費にできるもの

《QOQS年 R月末まで》 《QOQS年 S月以降》

P人あたりT■ OOO円まで P人あたりP万円まで
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もしP人あたりP万円を超えてしまつた場合は^

改正の背景・ よくある質問については裏面をご覧ください @



今 回の基 準 引 き上 げで何 が変 わるの ^
Oと O

図 コロナ禍以降も伸ぴ悩む法人の飲食需要の喚起

団 ?「安いニッポン」と呼ばれるデフレマインドの払拭

が期待され、大幅拡充が実現しました。

●

取引先の維持。新規顧害の
拡大に向けたチヤンス @

営業活動に上手く活用しましょう Y

社内規程や慣習で接待飲食費の
基準がP人あたりT〕OOO円と
なつていませんか^

▼
今回の改正を機に、基準の見直しや

社員への周知を行いましょう@

※必要に応じて専門家 G 税理士や社労士等H とご相談ください

客単価引上げによる
利益拡大のチャンス @

従業員の賃上 hザも可能に @

コィス料理等の価格や会合の
参加費等について、TK OOO円基準を
基に設定していませんか^

▼
今回の改正を機に、
価格設定の見直しや、

新メニュー開発を検討しましょう@

接待飲食費を使う
企業は… 子

飲食店等は…

■
■
日
■

■
■
■
■

経済の好循環で日本を元気に @ @

よ くあ る 質 問
–– i

l 際に消費税 は含まれますか ^

ξであれば、消費税抜きでPOK OOO円まで
税込経理を採用している企業であれば、消費税込みでPOK OOO円まで

交際費課税の特傾tに関するご相談は、各窓口にお問い合わせください

交際費課税の特例など、税務に関するご相談は、
お近くの税理士までご相談ください。

●

靱経営改善に向けた相談や、専門家派遣等を実施しております。

詳しくは地域の商工会議所までお問い合わせください。



商工会議所からのお矢□らせ 令和U年度税制改正の内容を反映
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い 事業承継

相続 納税資金―| ∩
贈与 «

活用した後継香のO?? 増えてます @

野

手間を考えても、税負担ゼロのメリツトの方が
大きいです。特例のおかげで、l s投資や賃上げ
の決断ができました????????G小 売業H

経菖
事業 請l i 辮討萌願げ拶あ???? 藤鶏 u

承継問題、どうしたらいいの… ? 正ント拶―畑森これまで筵電T鬱④OO絆 息

事業承継税制の精例を選んだアトツギ、

事前エントリーはQOQU年 R月末 まで@

特例はQOQV毎ユPQ月末 で終了予定 @

贈与税
相続税

期間
限定

事業承継税制の特例つてなに^どんなメリットがあるの^
「特例承継計画」と呼ばれるエントリーンートを提出して、???? 熱
事業承継すると、後継者は主に次のようなメリットを受けられます 輔

自社株の贈与。本日続時の税負担ゼロ@ G 最後は免除に@ H

株価が上昇しても安心 @ 贈与時の株価で価額を固定 @

暗
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ヽ
，

事業承継税制の特炉PPつてデメリット・リスクはないの^

よくある
ギモン

O

・ 納税楢予つてことは、しl ずれ税金セ払うんでしょ^

・ 楢予が取 hつ 消どれたら、楢予期間中の利子税の負担t六をしPのでは…
。自分からみマ三代日の後継者のことなたマ考えられないよ @

後継者が次の後継者に承継すれば、猶予されている後継者の納税が免除されます。
猶予取消になつた場合、猶予税額の全額または一部と利子税を納付する必要が
ありますが、特例にはリスクを軽減する措置が請じられています @

承継時に本来払うはずだつた贈与税 。本目続税を払わなくて済む異例の制度です。

猶予された資金を一部運用するなど、猶予取消になつても納税できるような対策を

請 じていれば、「もしも」の時にも安心して対応できます l

税P理士からのワンポイントアド′ イゞス @

詳細 は裏面ヘ

«



事業承継税制の特例のモデルケース

自社株式
∩ O特例を使つて贈与

“先代̀

お ?O贈与税が??? 。

巌潅祐???OOD猶予??興
尋② 事業継続 G T年間以上H

お ?OL般措置を使つて風曽与

“後継者a

̀→aの贈与税が免除@

a→bの贈与税が
一部猶子

事前エントリーは
株式の移転は ―い

・QOQU年R月末まで
K QOQV年 PQ月末まで お

曽
次の後継者b

ド`°F ・F ‐ ¿般措置つてなに^
P???O全 株式を対象に贈与。本国続ともPOOD猶予される特例と異なり、期限がなく、エントリーも不要ですが、???|
t ???? 総株数のQNRま でを対象に、贈与時はPOOD、 相続時はWODまで税額を猶予する制度です。????????|

伊·えば、先代経営者が子P人に株式を生前贈与すると…

«→ «
先代経営者 G 親H ??? 後継者 G 子 H Q日V億円

O円 @

約W千万円

∩
む

自社株式
T億円

U

自社株式

特例なら
税負担は贈与税額は¨

はK vと l

一般措置なら
税負担は

事業承継税制の特例のリスク軽減措置

猶予対象の株式を
売却した場合

リスク P 猶予税顔と琴·子税 G 令和U年は年OM SDG ※ PH Hの 納付が必要です。売却による収入の
一部をもつて納税することも可能です。一定の要件を満たせば売却額ベースで税額を
再計算し、それが猶予税額狂下回る場合、差額が免除されま現 もし、贈与時 齢目続時H

に比べて売却時の株価が上昇していても、贈与時 併日続時H の価額で固定されている
ため、株価上昇による追加的な税負担はありません

猶予税額と利子税 G 令和U年は年OM SDG ※ PH Hの納付が必要で魂 一定の要件を満たせば

解散時の評価額で再計算し、それが猶予税額を下回る場合、差額が見除されます

G ※ PH承継してからT年経過している場合は、T年分の利子税は免除されます

猶予中の贈与税は免除され、贈与時の評価額で相続税額を再計算し、相続税の猶ラに

切り曽わりま現 贈与時の価額で固定されているため、贈与後に会社が成長し、株価が
上昇していても、相続税額には影響しません G ※ か

G ※ QH相続時の株価が贈与時から下落しても、贈与時の価額で相続税が計算されます

猶予されていた贈与税 。本日続税は見除されます G ※ X
G ※ RH後継者から次の後継者に承継した株式への相続税は別途発生します

ただし、新たに事業承継税制を活用することで納税猶予が受けられます

会社を解散
G 廃業等H した場合

リスクQ

先代経営者の死亡

リスクR

後継者の死亡

リスクS

事業承継に関するご相談は、各窓日にお問い合わせください

税務に関するご相談

お近くの税理士ヘ

魚 〔
一事業承継税制の申請など、税務に関するご相談は、お近くの

税理士までご相談ください。
`

事業承継に向けた経営改善の相談や専門家派遣等を実施しております。
詳しくは地域の商工会議所 G 右記H までお問い合わせください。

経営改善に関するご相談

商 工 会 議 所



取引適正化・価格交渉でお悩みの事業者のみなさまヘ
工 義

“

■・

オンラ
推進相

彗鬱聾醤移欝勢岳堵遷普壕???? 芽写言潮朧齢珊】鶴霧
|

h i にんなお悩みをお持ちの方はぜひご利用ください @

■ | ◇ 取引先に価格交渉。転嫁に応じてもらえずお因りの方
| ■ ◇ 価格交渉をどう行つてよいか分からない方

| | ◇ 中小企業庁などで公開されている価格交渉ツールの使い方が分からない方
Ⅲh Y ◇ 取引適正化によつて、賃金を上げる環境を整備したい方

【日時】

【形式】
【対象】
【費用】
【内容】

【場所】
【対象】
【費用】
【内容】
【予約】

毎月第Q・第S水曜日G POY RO～ PQY OOH
※実施期間Y 令和V年P月 QQ日まで ※ T月のみTNQRG木 H

オンラインG y››«H
中小 ` 小規模事業者G 会員・i 梓会員問わずH

無料
・値上げに対する消費者の動向
k利益と価格の構造
・適正価格の設定方法
・価格交渉。価格転嫁状況速報
・価格転嫁のポイントG 交渉に関わる基本知識H

・各業界の事例
下記tqkまたは右記α qよりお申込みください
G ⁄t t fisPN N•賄凸吼¢ ·¤·‹¡t M ›kj fiN ¢ ǀǀi ‐ ¡v¡‹t sN¡v¡‹t L QOQTL OP‐ OOQN H

申込ページ
く

【申込】

【お問い合わせ】sdk?OXQL SSPL PPSUG福 岡商工会議所中小企業振興グループH

G QH取引適正化推進相談窓口

【日時】毎月第Q・第S水曜日G PRY OO～ PUY OO※ P社P時間H

※開設期間Y 令和V年P月 QQ日まで ※ T月のみTNQRG木 H

福岡商工会議所 Q階
中小。小規模事業者G 会員・非会員問わずH

無料
取引適正化でお困りのこと全般 G 交渉方法、価格交渉ツールの使い方等H

sdk?OXQL SSP‐ QPUPG要・事前予約H G 福岡商工会議所 東部N

籟
囲
鰯

▼

G PH取引適正化オンライン説明会

【主催】福岡商工会議所
【共催】福岡県よろず支援拠点

【お問合わせ】
G 説明会〉? 中小企業振興グループ sdk?OXQL SSPL PPSU
G 窓口予約〉束部N中央オフイス??sdk?OXQL SSPL QPUP



商工会議所からのお知らせ 令和U年度税制改正の内容を反映
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人材確保のためにも賃上げしたいけど、業績がどうなるか不安¨

中小企業者等が、雇用者への給与等支給額を前事業年度と比べて増加させた場合に、
その増カロ額の一部を法人税 X国人事業主は所得税H から税額控除できる制度

「中小企業向け賃上げ促建税制 i とは

ハ? ●
Ψ

● ?? ●

叫 給与等支給額をQⅡTD増やした場合
QM TD増

ULスアップ・ボーナス等H

前事業年度 適用年度

額控除 @

※ 給与等支給額増カロ分 G QOO万円H

×税額控除率 G 最大STDH

対象 Y 資本金P億円以下の中小企業者等

↓ 再
全
雇
用
者
の
給
与
等
支
給
額

ぬ O O藻

「申i ヽ企P業向け賃上hザ促連
―
税制i の概要僚PH

税額控除率内? 容

n–
PTD

ROD
要? 件

全雇用者の給与等支給額が
対前年度と比べてJP日 TD以上増加

全雇用者の給与等支給額が
対前年度と比べてJQgTD以上増加

J 控除率を
POD上乗せ

上乗せ措置①
G 教育訓練費H

一件
和

一要
緩

教育訓練費の額が対前年度と比べて
JTD以上増加 G ※ QH

J 控除率を
TD上乗せ

上乗せ措置②
G 両立支援等H

イくるみん以上i または「えるぼし三段階日以上ih ????? の認定を受けた企業 G ※ RH
新設

G ※ PH適用期間はQOQS年S月 P日 からQOQV年 R月 RP日までの間に開始される各事業年度
G 個人事業主はQOQT年からQOQフ年までの各年H

G ※ QH教育訓練費の額が「当期の給与総額のOOTD以上」が要件
G ※ RHプラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定及びプラチナえるばし認定に

ついては、適用事業年度終了の日において認定を取得している場合が対象。
また、くるみん認定、くるみんプラス認定及びえるばし認定 G 二段階目～三段階目H に
ついては、適用事業年度中に認定を取得した場合が対象。

中小企業向け
賃上げ促進税制
G 中小企業庁H

最大STDの税額控除@

G 控除上限は法人税額等のQODH

えるばし認定
G 厚生労働省H

賃上げを実施した年度に樫除しきれなかつた場合 A・

T年 間 の繰 越 が 可 能 とな りました @ ? 詳細は裏画にレ]]
さらに h

制度に関する
省庁のgo 齢 絲 傘鶉



繰越控除措置が創設 これまで税制の恩恵が受けられなかつた企業も対象に@ @

給与等支給額をQOO万円増加
G 対前年比QM TD増の賃上げH を実施

本来なら最大XO万円の税額控除
が受けられるはずが…]

]
―

今期が赤字の場合
] 法人税額がO円のため、賃上げしても税制の思恵が受けられない。

繰越欠損金が残つている場合
]今期の当期純利益を前期までの繰越欠損金と相殺し、課税所得がない場合、

法人税額はO円になるため、賃上げしても税制の恩恵が受けられない。

控除上限で控除しきれなかつた場合
]例えば、法人税額がPOO万円だつた場合、控除できる額はQO万円※となり、

差額のフO万円は税制が適用できず崩 常iの恩恵が限定的になつてしまう。
G ※ H 法人税額 POO万円 × 控除上限 QOD

嘲 攣 £鼎融灘ぜ許留S昇記施した年回こ控除しきれなかつた
※繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増力aしている場合に限り、適用可能
※未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度で明細書の提出が必要

ケースQ

ク・―スR

改正後

よくあ る質 問

p 賃上げをしたけど、退職者が出て、給与等支給額が要件を満たさなかつた場合、
中小企業向け賃上げ促進税制は使えないの^

● 「全雇用者の給与等支給額」が要件となつているため中小企業向け賃上げ促進税制は
使えませんが、「継続雇用者の給与等支給額」の要件を満たせば、
中堅企業向けや大企業向けの賃上げ促進税制が活用できます。
※中堅企業向けおよび大企業向けの賃上げ促進税制には繰越控除措置はありません。
※中堅企業向けおよび大企業向けの賃上げ促進税制においても、税額控除額の計算は「全雇用者の給与等支給額』で行いま魂

対象 Y 従業員数QK OOO人以下の企業 ∞
G ※ H 資本金PO億円以上かつ従業員数PK OOO人 以上の企業は

マルチステー
` フ

ホルずれ 針の公表およびその旨の届出が必要

※教育訓練費や両立支援等に係る上乗せ措置あり G 各JTDH

制度の詳組については
こちらをご覧ください

中堅企業。大企業向け
賃上げ促進税制
G 経済産業省goH

最大RTDの税額控除
G 控除上限は法人税額等のQODH

e中―竪企業向け賃上げ
―
促進税指l 』 i の概要 令和U年度

税制改正で新設

Ⅷ税額控除率内? 容

POD
›–。・

QTD
要 件

継続雇用者の給与等支給額が
対前年度と比べてJRD以上増加

継続雇用者の給与等支給額が
対前年度と比べてJSD以上増加

賃上 hず促進税制に関するご相談は、各窓口にお問い合わせください

税務に関するご相談

お近くの税理士ヘ

経営改善に関するご櫃談

百 二 会 議 所

`
奪ハ

靱

賃上げ促進税制の適用など、税務に関するご相談は、お近くの

税理士までご相談ください。

賃上げに向けた経営改善の相談や専門家派遣等を実施しております。

詳しくは地域の商工会議所 G 右記H までお問い合わせください。


